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消防部指揮班・防ぎょ班（消防本部） 

 

第 18節 災害ボランティア活動支援計画        ･･････････････････････ ２１５ 

◆災対本部の主な実施担当：民生部福祉班（健康福祉課） 

 

第 19節 公共施設等の応急対策        ･･････････････････････････････ ２１８ 

◆災対本部の主な実施担当：建設部建設班・給水班・下水道班（建設課） 

 

第 20節 危険物施設等の応急対策        ････････････････････････････ ２２９ 

◆災対本部の主な実施担当：消防部防ぎょ班（消防本部） 

 

第 21節 危険物等積載運搬車両の事故対策      ････････････････････････ ２３３ 

◆災対本部の主な実施担当：建設部建設班・給水班（建設課）、消防部防ぎょ班

（消防本部） 

 

第 22節 防疫・保健衛生対策        ････････････････････････････････ ２３５ 

◆災対本部の主な実施担当：総務部広報情報班（まちづくり課・議会事務局）、

民生部医療班（健康福祉課） 

 

第 23節 動物の管理計画        ････････････････････････････････････ ２３８ 

◆災対本部の主な実施担当：民生部住民班（住民生活課、健康福祉課） 

 

第 24節 廃棄物処理計画        ････････････････････････････････････ ２４０ 

◆災対本部の主な実施担当：民生部住民班（住民生活課、健康福祉課）・福祉班

（健康福祉課） 

 

第 25節 行方不明者及び遺体の捜索･処理･埋火葬計画        ･･････････ ２４３ 

◆災対本部の主な実施担当：事務局（住民生活課）、総務部調査班（税務課）・

広報情報班（まちづくり課・議会事務局）、民生部住民班（住民生活課、健康

福祉課）、建設部輸送班（建設課）、消防部防ぎょ班（消防本部） 

 

第 26節 文教対策        ･･････････････････････････････････････････ ２４９ 

◆災対本部の主な実施担当：文教部学校教育班（学校教育課）・社会教育班（生

涯学習課） 

 

第 27節 応急保育の実施        ････････････････････････････････････ ２５４ 

◆災対本部の主な実施担当：民生部福祉班（健康福祉課） 

 



第 28節 住宅応急対策        ･･････････････････････････････････････ ２５６ 

◆災対本部の主な実施担当：建設部建築班（建設課） 

 

第 29節 危険物等の大量流出に関する防除対策        ････････････････ ２６０ 

◆災対本部の主な実施担当：事務局（住民生活課）、総務部庶務班（総務課、住

民生活課）・広報情報班（まちづくり課・議会事務局）、消防部指揮班・調査

班・防ぎょ班（消防本部） 

 

第 30節 航空機事故応急対策        ････････････････････････････････ ２６２ 

◆災対本部の主な実施担当：事務局（住民生活課）、総務部庶務班（総務課、住

民生活課）・広報情報班（まちづくり課・議会事務局）、民生部医療班（健康福

祉課）、建設部建設班（建設課）、消防部指揮班・調査班・防ぎょ班（消防本

部） 

 

第 31節 原子力施設災害対策        ････････････････････････････････ ２６５ 

◆災対本部の主な実施担当：総務部庶務班（総務課、住民生活課）、民生部住民

班（住民生活課、健康福祉課）・医療班（健康福祉課）、産業部農林班（農林振

興課・農業委員会）、建設部給水班（建設課）、文教部学校教育班（学校教育

課） 

 

第 32節 鉄道・道路事故対策        ････････････････････････････････ ２６７ 

◆災対本部の主な実施担当：民生部医療班（健康福祉課）、建設部輸送班（建設

課）、消防部防ぎょ班（消防本部） 

 

第 33節 災害救助法の適用計画        ･･････････････････････････････ ２６８ 

◆災対本部の主な実施担当：総務部庶務班（総務課、住民生活課） 

 

第 34節 罹災証明書の発行        ･･････････････････････････････････ ２７１ 

◆災対本部の主な実施担当：総務部調査班（税務課）、消防部調査班（消防本部） 

 

 

 

 第３編 地震災害対策  

第１章  災害予防計画  

第１節 計画的な地震防災対策の推進        ･････････････････････････ ２７３ 

◆主な実施担当：住民生活課、学校教育課、消防本部 

 

第２節 火災予防計画        ･･･････････････････････････････････････ ２７５ 

◆主な実施担当：消防本部 

 

第３節 建築物等の災害予防計画        ･････････････････････････････ ２７７ 

◆主な実施担当：住民生活課、総務課、建設課、学校教育課、消防本部 

 



第４節 公共施設災害予防計画        ･･･････････････････････････････ ２８１ 

◆主な実施担当：建設課 

 

第５節 農業災害予防計画         ･･････････････････････････････････ ２８４ 

◆主な実施担当：農林振興課・農業委員会 

 

第６節 積雪期の地震災害予防計画        ･･･････････････････････････ ２８５ 

◆主な実施担当：住民生活課、まちづくり課、健康福祉課、建設課、消防本部 

  

第７節 行政機能の維持・確保計画        ･･･････････････････････････ ２８８ 

◆主な実施担当：住民生活課、総務課 

 

第８節 津波災害予防計画            ･･･････････････････････ ２８８－１ 

◆主な実施担当：住民生活課、農林振興課・農業委員会、建設課、学校教育課、

消防本部 

 

 

第２章  災害応急対策計画  

第１節 地震情報の伝達        ･････････････････････････････････････ ２８９ 

◆災対本部の主な実施担当：事務局（住民生活課）、総務部庶務班（総務課、住

民生活課）・広報情報班（まちづくり課、議会事務局）、消防部防ぎょ班（消防

本部） 

 

第２節 ライフライン施設応急対策          ･･･････････････････････ ２９２ 

◆災対本部の主な実施担当：建設部給水班・下水道班（建設課） 

  

第３節 地震避難        ･･･････････････････････････････････････････ ３００ 

◆災対本部の主な実施担当：総務部庶務班（総務課、住民生活課）、民生部住民

班（住民生活課、健康福祉課）、建設部建設班（建設課）、消防部防ぎょ班（消

防本部） 

 

第４節 津波災害応急対策計画        ･･･････････････････････････ ３０２－１ 

◆災対本部の主な実施担当：事務局（住民生活課）、総務部庶務班（総務課、住

民生活課）・広報情報班（まちづくり課、議会事務局）、産業部農林班（農林振

興課・農業委員会）、建設部建設班（建設課）、消防部防ぎょ班（消防本部） 

 

 

 

 第４編 災害復旧計画  

第１節 公共施設の災害復旧事業計画        ･････････････････････････ ３０３ 

◆主な実施担当：住民生活課、健康福祉課、農林振興課・農業委員会、建設課、

学校教育課 

 



第２節 農林漁業経営安定計画        ･･･････････････････････････････ ３０６ 

◆主な実施担当：農林振興課・農業委員会 

 

第３節 被災中小企業の振興等の経済復興支援        ･････････････････ ３０８ 

◆主な実施担当：商工振興課 

 

第４節 被災者の生活支援のための緊急措置        ･･･････････････････ ３０９ 

◆主な実施担当：住民生活課、税務課、健康福祉課、商工振興課、建設課、学校

教育課 

 

第５節 義援金の受入れ及び配分に関する計画        ･････････････････ ３２６ 

◆主な実施担当：総務課、出納室 

 

第６節 財政負担に関する計画        ･･･････････････････････････････ ３２８ 

◆主な実施担当：総務課、出納室 

 

第７節 激甚災害の指定        ･････････････････････････････････････ ３３０ 

◆主な実施担当：住民生活課、各課室 
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